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【日時・場所】 
平成 22年 11月 16日(火)14:00～16:02 
 市役所新館４階第１委員会室 
【出席委員】 
・大塚委員・中山委員・谷口委員・山本委員 
・桐原委員・岩佐委員・植田委員・南委員 
・栗山委員・西出委員・辻子委員・守口委員 
【事務局】 
・小田保健福祉部長・森下高齢介護課長 
・北本高齢介護課主幹・西村介護保険担当長 
・西河介護保険担当長・横田介護保険担当長 
・田中介護保険担当長 
・茂籠（地域包括支援センター社協所長） 
・休場（地域包括支援センター萬寿園） 
・丸山（地域包括支援センターいなば荘） 

司会…事務局 
 
〇 保健福祉部長あいさつ 
事務局…それでは、これより、会議に入らせていただきます。 

本日の会議の委員出席状況をご報告いたします。 

   出席委員は１２名です。 

   岸和田市介護保険事業運営等協議会規則第６条第２項等の規定により、本会議は有効に成

立しておりますことをご報告させていただきます。 

ただいまから、本日の案件に入らせていただきますが、この会議は公開となっており、ま

た会議録は後日公表することになります。ご発言の際はマイクを使用していただきますよ

うお願い申し上げます。 

それでは、大塚会長に議事の進行をお願いいたします。 

会長…本日は、挨拶は省略させていただきます。介護保険事業は今年１０年が経ち、分岐点とな

っています。今後についての新しい方向性を検討する時期だと思っています。これについ

ては、関係方面とか専門の先生とかから意見を出しながら、本日は今年第２回目の２つの

協議会と１つの委員会という非常にタイトな予定ではございますが、一応２時間という時

間がございますが、より多くの建設的なご意見をいただこうと思っていますので、よろし

くお願いします。では、まず１番目の案件①ですが、平成２２年度の上半期におけるところ

の介護保険事業について、事務局から説明願います。 

事務局…配布した資料に基づき平成２２年度上半期介護保険運営状況を説明。 
会長…ただいま事務局のほうから説明があったのですが、もう少しわかりやすく説明がほしいと

か、これは間違いがあるとかのご質問、ご指摘があればよろしくお願いします。居宅のサ

ービスが多いということは介護保険が発足した１０年前からなるべく在宅でサービスを進

めようという狙いがありましたのでこれはそのとおりになっているということですね。ま

た一方で軽度の方の利用が多いということが近年ありまして、一時５０パーセントを越え



たということでしたが、今は４９．７パーセント位ということですか、私からは重複にな

りますので何も申し上げません。何かもう少し詳しく聞きたいということがあればどうぞ。 

委員…単純なことですが、２ページのところのサービス利用者数と利用率のところの、一番右の

２２年７月のところのサービス利用者の６，９１１名の数字の内訳はどのようになってい

るのですか。 

事務局…居宅サービス、施設サービスそれぞれのカウントの仕方ですが、この期間内に利用され

た方についてカウントすることになっておりまして、例えばその月において途中から入所、

退所された方、施設から施設に移られた方、この場合はダブルカウントになっております。

ご質問の６，９１１の内訳につきましては、居宅サービス５，５６８と施設サービス１，

００８、地域密着型サービス３３５を足した数字が６，９１１となります。施設サービス

の内訳が介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のそれぞれの数を足

したものが１，００８となります。 

会長…よろしいでしょうか。他にございますか。 

委員…素朴な疑問ですが、施設サービス、３種類書いてますが、各市によって、こういう施設の

多い少ないという特色もあると思うんですが、それと、居宅サービス、これも例えば岸和

田のように農村型の家の作り方が多い地域と大阪市内の様な家の作り方とか、家の構造的

な違いが影響あると思うんです。この表から他の市に比べて岸和田の特徴的なサービスが

見えるということがあるんですか。全国ていうんか大阪だけ比べてみても似たり寄ったり

ということになるか、岸和田は特別なサービスがあるのか。状況はどうですか。 

会長…私の見解では、地域によって施設がたくさんあれば施設利用が多いですし、なければ在宅

が多いですし、以前は、大和川より南のほうは施設がたくさんあったので施設利用者が多

かった。北のほうは施設が少ないため在宅サービスが多い。今はどことも施設整備がされ

ているため適切な施設サービスの利用がされている。施設の受け皿があるかないかで多い

か少ないかが違うでしょね。はい、何かあれば。 

事務局…岸和田市の場合は療養型の医療施設が以前多かった。介護保険制度開始時は医療と介護

を合わせると１，２００床の療養型のベッドがありました。そのうちの７００から８００

位は介護療養型になるのではないかと当初見込んでいました。実際の利用者数をご覧いた

だきましても１６、１７年度は５００人を超えているという状況でした。その後厚生労働

省から療養型を廃止するという方針が一旦出されました。それにより２０年度以降は療養

型を廃止するということを凍結された状態で継続はしているのですが、やはりそれに伴い

転換があり、療養型の絶対数自体が減ってきており、利用者数も減ってきている状況です。

岸和田の場合は居宅サービスが非常に充実していまして、資料にもございますように訪問

介護の事業所が２２年７月で７０を超えており、通所介護と通所リハ、ケアマネがおる居

宅介護支援も、もともと充実しているものがさらに増えていっている状況もあります。こ

れは先ほど認定者数、出現率にもありましたように軽度者といわれる要支援１，２と要介

護１の認定者数の割合が本市の場合は高く、また増えていっている状況があり、サービス

利用につながっていっている実情があろうかと感じています。以上です。 

委員…市のサービスの状況とか利用の状況とかを詳細に報告いただくのですが、岸和田だけの話

を聞かせていただくのと、他に比べて岸和田はどうなんかという状況もちょっと聞きたか

ったもんですので・・・。 
会長…特に際立った特徴はどうですかということですね。他になにかあれば、はい、どうぞ。 
委員…個人的な感想ですが、岸和田の場合は割りと親族が近くにいると思います。居住している

からというよりも、手があるから居宅になりやすいということを感じています。 

会長…地縁、血縁が強いということをおっしゃているんですね。次に２番の第５期介護保険事業計

画に係るアンケート実施方法等について、事務局の方からご説明願います。 



事務局…第５期介護保険事業計画策定において、日常生活圏域ニーズ調査の実施内容、方法につ

いて説明。 
会長…前回とは少し変わりまして、厚生労働省からの通知があり今の説明のようになったとのこ

とです。学者の立場から申しますと、すべての方にこのような調査をお願いしたいところ

ですが、やはりお金のこととか日程等のこともあり、まず都市部の都市中核地域から始め

たいとのことです。もちろん１２月の議会で補正予算が通らなければ藻屑に消えますが、

その後の予定についても伺いましたが、１２月２０日に発送した後、年明けてから回収と

なるということです。まずこの案についていかがかということです。今課長さんがおっし

ゃいましたし、今私も補足しましたので、この調査をするということについていかがでし

ょうか。 
委員…本当にご苦労様です。調査されるということですが、調査されました方に対し、フィード

バックされるということなんですがそれだけで７０数パーセントあるんでしょうか。何か

お返しというものがあるんでしょうか。 

事務局…今年度実施されました他の市町村でのモデル事業についてはそういう形で何か協力いた

だいた方に対してお礼は無かったということです。ただ、一定期間内で提出いただけない

場合は、お願いの文章を郵送する、また、電話番号がわかっている場合はお電話する、と

いったことで７０数パーセントの郵送による回収があったというふうに聞いております。

以降は個別に訪問等実施しまして、他では民生委員さんにご協力等いただいて、おひとり

おひとりに接触しまして、最終的に９０パーセント近くの有効回収になったと聞いており

ます。我々も現有の職員だけでは難しいのでそれ専門の人間を用意し、出来るだけきめ細

かい対応を取らせていただいて、高い回収率を目指したいと考えています。 
会長…本人が書けない場合はご家族が続柄を示した上でお書きになることもあるということです。

どうぞ、委員さん。 
委員…すごい回収率だと思うのですが、以前障害者施設の資源調査のときは業者に丸投げだった

のではないかと思います。資料をいただいたのですが岸和田の歯科医師会に入っている医

院の半分も載っていないという状態で、持ってきて後日来ますとのことだったのですが来

なかったことがありました。課長さんの方から専門の人間を配置するとのことなので、そ

れならば回収率もよくなると思います。また、こういう調査の時には個人情報保護法の関

係があり、一切外には出しませんとあるのですが、せっかく情報を得たのであればもちろ

ん個人の名前は要らないんですが、どういうデータで、このようなニーズがあるという情

報をかかりつけ医、かかりつけ歯科医等にいただけたら我々の活動に参考になると思いま

す。 

会長…個人情報の保護を侵さない限り公にすることは重要なことですね。他にあれば。 
委員…アンケートに莫大な費用をかけてデータを集めるんですが、この調査について、岸和田市

としてはどのような目的をもって行うのですか。 

事務局…この調査は記名式の調査でして、本人の課題、地域の課題も把握できます。これらを的

確に把握した上で次の５期の中でも対応できるような計画を進めていくべきと考えていま

す。悉皆調査については都市中核地域ではありますが、他の地域につきましてもサンプリ

ング調査、記名式でいたします。市全体についても都市中核区地域で調査した資料の中か

らある程度類推できます。我々も課題を把握するのが第一と考えています。その上でまず

５期計画の中でいろいろな課題に対して対応していきたいと考えています。特に今すぐこ

ういうふうな方向でするということは無いですが、今までは無記名のサンプリング調査で

したので全体的な傾向は把握できるのですが、個々についてはなかなかわかりませんでし

たので、今回はそういう視点でアンケートをして対応していきたいと考えています。 
委員…アンケートは目的があってすることですので無駄なことをするのではなく、実施してほし



いと思います。 

会長…委員ご指摘はごもっともでして、莫大な費用を使ってする訳ですから、単なる調査のため

の調査では意味がないわけです。必ず今後に活かすということですね。全部実現するかど

うかはいろんな事情があるのでそこから精査があると思うのですが、動向とか課題を掴む

ということを課長がおっしゃいましたのでご理解いただきたいと思います。他にご意見あ

れば伺おうと思いますが。はい、どうぞ。 
委員…回収率７０何パーセントには無記名の方も入っているのですか。 

事務局…回答できなかった方がこの７２パーセントに入っているかどうかは不明ですが、まずこ

の調査票自体お名前が入った状態でお送りしますので回答できないというお返事がありま

してもどなたの分かは分かる状況です。住所等が印字されますので記入の必要がありませ

ん。他の生年月日等につきましてはこちらは当然把握しておるんですが、念のためにご本

人の確認等もさせていただくためにお書きいただくことになっているんですけれども、回

答できない理由が内容が分からないや書きにくい、筆記がしにくい方であれば個々対応と

いうことで、こちらのほうからご連絡差し上げて聞き取り調査等で出来るだけ対応させて

いただこうと思っています。おそらくこの７２パーセントもそういうお電話等きめ細かい

対応した結果でなったのではないかと考えております。 
委員…この調査票は世帯ごとでなく人数分渡すのですか、ひとりひとり全部書くのですか。 

会長…都市中核地域についてはそうですね。 
委員…今回の調査は認定を受けていない６５歳以上の方が対象者ということですよね。以前に特

定高齢者の位置づけということで、健康推進課なんかがした調査の回収が非常に低かった

ということがあった。介護保険を受けていない方々である意味では自立している方、将来

的に不安は持っているんだけれども今現在は関心事ではないイメージを持つんです。要支

援とか本当に介護の必要性に迫られている方については、いろいろサービスを受けたいと

かがあると思うのです。私も６８でまだ仕事をしていて、このアンケートの項目ではほと

んど該当なしとなれば回収率が非常に低いのではないか。過去に６５歳以上で介護保険を

利用していない方へのアンケート調査の回収率が非常に低かったということもあったと思

います。まあ、回収の方法については電話をしたり、訪問をしたり、回収率アップのため

に職員を配して対応するんだということでんで、７０何パーセントというのはこういうア

ンケートで非常に驚くような数値だと思いますし、本当かな、というのが正直な感想です。

ぜひがんばっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

会長…無駄な調査がないように、とのことで。岸和田市ということではありませんよ。調査のた

めの調査ということが過去にありましたよね。意味のある調査をしたいという意気込みで

すので。よろしいでしょうか。それではこれにつきましては、事務局ご報告どおりという

ことでご了解いただけますでしょうか。どうもありがとうございました。それでは、大き

な２番の平成２２年度上半期地域包括支援センター運営状況について、ご報告承ります。 
事務局…配布した資料に基づき、地域包括支援センター運営状況を社協、萬寿園、いなば荘と順

に各担当者から説明。 

会長…以上３包括支援センターからの報告でした。なにか、お気づきの点、ご質問がありました

らお願いします。 
委員…包括の皆さんには、地域が大変お世話になりありがとうございます。私たちの地域の問題

では認知症とか介護に至るまでの予防、介護予防ということがいろんな集まりの中で皆が

興味を持っています。今日伺った中で３包括で８９２名の市民検診のうち８１４名が特定

高齢者で、そのうち予防プラン作成数で通所型の参加者数になりますとぐんと減って、社

協で３８名、萬寿園１８名、いなば荘で６名となっています。これは特定高齢者といわれ

ても皆さん結構元気ということなんでしょうか。 



会長…予備軍なんで元気でしょうけどね。 
事務局…特定高齢者と決定されました方には全ての方に運動教室があります、口腔教室がありま

すと郵送しております。必ず来てくださいとは言えませんので、ご希望のある方が連絡し

ていただいて、面接をさせていただいて、実地に入るということになります。ご希望があ

った方がそれぞれの包括の予防プラン作成数ということになります。全てがお元気な方と

は限りません。開催するところまではなかなか行けない。だから今回は遠慮するという方

もありますので、課題としては、こういう教室を近くの所で開催していくということがあ

るのかなと考えております。 
会長…予防プラン作成まで至らないということが実際多いということですよね。岸和田だけでは

ないと思うんですが。皆さんお元気だと思いたいし、そこまではええわということだと思

うんですが。もっと悪くなってきたら慌てて来はるということですんで。前もってきてく

れたらいいんですが。これはあくまでご本人の意思ですからね。結果は結果ということだ

と思いますが。他にどうでしょうか。はい、どうぞ。 
委員…数はそんなにないのですが、相談のところに虐待ということが出てきています。高齢者の

虐待の研修も結構回４数があり、包括の職員さんも出られているみたいですが、虐待の内

容を教えてほしいのと、医療と介護の連携という言葉も聞きますけれども、入院してもベ

ッドがなくてすぐに退院と言われて行くところが無く困っていると聞きます。ケアマネさ

んも行くところが無く困るということもよく聞きますのでどのようになっているのかと思

いまして。すみませんお願いします。 
会長…虐待の実態とかを含めましてお答えできる範囲で結構です。 
事務局…虐待でどういうケースが多いかということですが、社会福祉協議会としては日常生活自

立支援事業で金銭管理とか行っている事業もあるので、よくあるのが経済的な虐待ですね。

例えば認知症の高齢者であって親族とかがお金を取っていってもそれが本人わからないと

か。あとは介護拒否から身体的な虐待を受けるとか、特に最近は子どもだけではなく孫か

らの経済的な搾取が目立ってます。リストラをされ、職が無い子どもとかが家に帰ってき

て年金を取る。それが小遣い程度ならまだしも、高齢者が生活できないくらい取るとか、

そういう場合は介入することになります。また、病院の件ですが、特に市民病院は急性期

の方に対する治療が主ですので、手術が済めば、ある一定期間経てば退院になるのが実情

です。他の病院も３ヶ月等経てば退院という話が出てくることは我々も耳にしております。

その後、在宅で生活できればいいのですが、他の病院や施設入所の必要性があるというこ

とであれば、そこからは、第５期計画の中等で施設整備ということで、本運営協議会でも

ご議論いただくところと思っております。前回もございましたが、本市においては特別養

護老人ホームをお待ちの方がたくさんいらっしゃいます。また病院からの退院となります

と老人保健施設となろうかと思うのですが、そちらの老健も岸和田市内では若干不足気味

でございます。今後５期計画におきまして、ご議論いただきまして、施設整備を進めなけ

ればいけないと考えております。また、それ以外に新しい動きとしまして、２４時間介護

サービスを入れました住宅について、国の方が力を入れようとしています。岸和田の方で

は２４時間連絡できる職員を配置した、かなり多くの高齢者用の住宅の整備が進んでおり

ます。これも現在進んでおりますが、５期計画の中でも、多様な形で在宅での生活が継続

できるような環境をと考えております。 
会長…ご指摘のあった虐待ですが、ここに出ている数字以上にもっと多いと思います。捉え方と

か虐待の概念とか、家族関係がありまして表向きはこうだということですね。日本の経済

状況を反映して親の年金を取るというのは非常に多いと思います。また、包括支援センタ

ーは日常生活圏域毎に作るべきだと思っておりますが、諸般の事情もありまして現在３箇

所ですが今後の検討課題ということですね。また、私の方からは介護保険のことでどうい



う相談が多かったということを聞きたかったのですが、時間の関係でまた個別に伺います。

研修については熱心にしていますが、あまりやりすぎますとマンネリになってしまいませ

んか、というご指摘を聞きたかったんですね。また折がありましたら実態をお聞かせ願い

たいと思います。それではもうひとつの案件ですが、平成２２年度認知症対応型共同生活介

護、いわゆるグループホームの新規指定についてということです。 
事務局…平成２３年度開設予定のグループホームの審査につき、選定順位基準にも基づき採点し

た結果を報告。（岸和田北部地域：２事業者応募、社会福祉法人高陽会を選定、葛城の谷地

域：１事業者のみ応募、医療法人河崎病院を選定。） 

会長…この基準については以前からご提示しております。それに則って精査した結果、岸和田北

部地域については社会福祉法人の高陽会、葛城の谷地域については医療法人河崎病院につ

いて決定しようということです。何かご意見なり、ご質問ありましたら、どうでしょうか。

それぞれの項目があり点数化され反映されているということです。何かそれ以上のことで

ご意見等ございましたら承ります。じゃ、これでよろしいでございましょうか。この２法

人を指定するということ決しましたので、どうもありがとうございました。では、今まで

のことで振り返ってみて、ご意見がございましたら。はい、どうぞ。 
委員…先ほどの説明で、認定の結果が出るのが、この頃大変遅いように思います。それは、数が

多くなっていることと、それに対しては審査会を余分にされるということで対策は講じて

いらっしゃるんだと思うんですが、やはり、期日内に認定が下りるようにしていただいた

ほうが、次の介護が続いてくわけですから。事業所も利用者さんも安心して計画なりが立

てやすいので、それ以外にもう少し早く認定が下りるような対策を講じていただけたらと

思います。 
会長…遅いのですか。 
委員…３０日を少し越えます。２ヶ月前から申請するわけですけれども、大概２ヶ月目の月の中

頃から終わりにかけてで、申請が遅れたわけでもないのですが、月を越えてから下りてく

るのが結構あるので、その辺の対策を早く講じていただけたらと思います。 
会長…事務局何かお答えございますか。 
事務局…ご指摘いただいてますように、申請件数の増加に伴いまして、大変ご迷惑をおかけして

いる状況ではあります。ただ、毎日、審査会を行わさせていただいてるんですけれどもな

かなか追いつかない状況で、多い月であれば月６回程度臨時の審査会ということで、本日

も２箇所で審査会をしている状況です。来年度に向けましては審査会の開催回数を増やし

ていくという方向で検討しております。なるべく期限が切れる迄にはご通知させていただ

けるよう努力していきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
会長…それこそ制度が始まった頃には医者の意見書が出ずに遅れたということがございました。

今、合議体はいくらあるのですか。 
事務局…１０です。合議体の先生方には基本的に２週間に１回ずつ来ていただいてるという形で、

あと、臨時でしています。 
会長…先生方もお忙しくてなかなかねえ。一端をお述べいただきました。今後とも努力とおっし

ゃってますので。またご指摘ください。何か、他に。 
委員…今の関連ですが、調査員が退職などにより不足していて、１日の研修で調査員になってい

ると。本人の状態把握が難しいため、調査員はかなり経験が必要と思う。調査員は何人い

てるのですか。今後も１日の研修のみで調査員をさせるのですか。調査員として研修経験

を積まれることを希望します。 
事務局…本市の場合、現在認定調査員の９名が調査専門で従事しています。新規申請については

市の調査員が調査しなければならないということになっておりますので、市の調査員で対

応していますが、申請件数が増加していますので、市の調査員だけでは回りきれなく、審



査がずれ込みますので、更新、区分変更申請については、一部委託の事業所の調査員の方

にお願いしております。施設入所については、施設にお願いしてる場合もあります。調査

員の研修ですが、まず、ケアマネージャーの資格を持っているということが前提条件とな

っていまして、この資格を持っており、大阪府の調査員研修を受講したものが調査員にな

れるということです。もちろん資格等の確認をした上で委託を行っています。また、国の

ほうで調査員の質を上げる、認定の平準化、適正化ということで、この度 e ラーニングと
いうパソコンを使った研修、調査員の向上に役立てるようにということで、最近始まった

ばかりですが、市と委託をしている調査員にも研修を開始をしました。 
委員…最近とはいつですか。 
事務局…eラーニングはまだ始まったばかりで、先週各調査員に通知したところで、今年度末迄に

研修を終えていただくということになっています。 
会長…私も介護保険の運営協議会に４つほど関わりをもたされているんですが、岸和田市の特徴

は公募委員さんは非常に活発でよく勉強されていますことに非常に感謝しております。お

時間があればもっともっと意見を頂戴したいのですが・・・。こちらの委員さんはいかが

でしょうか、はい、どうぞ。 
委員…先ほど委員さんの方から医療と介護のという話がありましたけれど、課長の方からもよく

テレビで３ヶ月経てば放り出される、次の病院をたらいまわしされるというようなことの

話がありました。確かに保険制度のなかで、３ヶ月すると医療費ががくっと下がるという

そういう制度が出来てるんですけれど。それを一部の医療機関は悪用してるとこもあるん

ですが、マスコミが報じるようにですね、なぜ３ヶ月がそのようになったのかといいます

と、日本の病院は入院期間が長かったんですよね、足腰が弱ってきますと１日安静にする

と１週間回復するのにかかると、１週間安静にすると１ヶ月かかるといわれているんです。

ですからそういう観点からすると入院する必要がない方は出来るだけ早く出られて、家で

リハビリなり介護なりするというのが本来の姿なんですね。ただ、家に帰られたときに介

護できる体制が日本の場合整ってないもんですから、今みたいな混乱をきたしたり、なに

か、お金儲けの道具に医療機関が走り回っているようなイメージの報道がなされますので。

そうじゃないということを一言わさせていただきました。 
会長…確かにね。誤解招いたらいけませんが、日本人の入院が長いのは昔からです。まあ、いろ

んな事情があるんでしょうね、家庭の問題とかあるんでしょうけれども。海外は非常に淡

白に早く退院させます。日本はいろんな意味があって長いのは事実ですね。それは、事情

によってはいろんな言い分があるんでしょうが。他の委員さんはどうでしょうか。 
委員…介護の認定受けてはる方なんですけれど、岸和田では未利用者という方が約４分の１位毎

年ずっといらっしゃるんですが、全国的にも４分の１位いらっしゃるのでしょうか。それ

と、この未利用者は要介護１の方とか要支援とかそういった方が多のか分っていれば。 
事務局…まず、利用されていない方、認定を受けているのですがサービスを利用されていない方

についての介護度というのも一定把握しております。その分につきまして、前回もお話を

させていただいたんですが、今年の２月３月４月なんですけれども、その期間に認定の更

新を迎えられて、市の調査員が訪問をさせていただいた時にサービスの利用の無い方にお

一人ずつどういう状況でサービスをご利用になってないかということを聞き取りで調査さ

せていただいて、例えばこちらの周知が行き届いてない方、だいたい９パーセント位いら

っしゃいましたので、その辺も出来るだけ対応させていただこうと、広報で特集を組ませ

ていただいたり、セミナーを開催させていただいたりして、周知不足や仕組みが分からな

いためにご利用になられない方については出来るだけ対応させていただこうと思っており

ます。介護度別での利用割合が２２年の２月実績で、要支援１で５１．３パーセント、要

支援２で６３．５、要介護１で８２．７、要介護２で８９．８、要介護３で９１．６、要



介護４で８３、要介護５で７４．９です。おっしゃるとおり、要支援の方の利用率が低く

なっております。 
会長…残り５分弱しかでございませんので、最後に伺いたいことがございましてね。今年７月８

月頃に行方不明の高齢者問題が全国的に大きな問題になりました。岸和田市に於きまして

何か困った問題とか、報告できる範囲で結構ですのでお願いできますか。 
事務局…高齢者の安否の確認の件ですが、当初、全国でお亡くなりになっている方でその情報が

外に出ない状態であったということがございました。本市に於きましてもそういう可能性

のある方を確認すべきではないかいうことになりまして、まず高年齢の方から順番に調査

をさせていただきました。介護保険と後期高齢者医療の利用実績が無い方、この方たちは

本来健康な方と思われるわけなんですけれども本当にそうなのかと。こちらのほうで一切

データの無い方ですので確認をさせていただこうということでまず高年齢の１００歳以上

から、次に９０歳以上という形でさせていただきました。９０歳以上の方の調査をさせて

いただいたときには実際お二方のご家族さんの方から１０年以上お家に帰ってられない。

住民票はそのままだけれども実際はお住まいになってないということで、そのお二方につ

きましては住民票の担当課の市民課の方が実態に即した住民票にするということでご家族

さんとお話し合いをさせていただいております。また９０歳未満の方にも同様の調査が必

要ではないかということで、８月位から調査をさせていただきました。皆様もご存知かわ

かりませんが報道されました岸和田市の市内で１件、高齢者のお母様が４年ほど前にお亡

くなりになったんですが、死亡届も出さずに遺体と生活されていたということがありまし

た。その情報はご近所にお住まいの住民の方からこちらへご相談ということで「しばらく

姿を見かけない」ということでした。本市が調査を開始した対象年齢、８０歳台の方でご

ざいましたので、丁度調査の時期でもございました。すぐに対応させていただきまして、

後は報道されているとおりでございます。今現在ですが、後期高齢者医療の７５歳以上で

医療保険と介護保険のご利用を調べまして、１年以上ご利用の無い方について訪問調査を

させていただいています。予定は３月末、今年度中に職員が交代でお家にお伺いさせてい

ただき、お会いさせていただくという方法で調査を実施している状況でございます。以上

です。 
会長…一時、行政を盛んに攻めるような報道もありました。確かにすべきこともありますが、一

方で日本の土壌風土というのは親がなくなったらお弔いするのは当然ですよね。それをし

ないような家族関係というか、そこに非常な問題がある。我々関係者の間で２年ほど前か

ら懸念しておって、今の若い人の風潮では、親が死んだ場合でも年金がほしいなとか、隠

そうとかがあるだろうということで議論しておりました。全国的な大きな問題になりまし

たよね。ひとつ気がかりでしたんでこちらの市の取り組み状況をお聞きしました。今のご

報告聞きまして安心しました。それでは、これをもってこの会議を閉会とさせていただき

ます。 
事務局…会長、ありがとうございました。次回につきましては来年５月位に予定しております。

日程については正副会長と協議の上、皆様にご案内させていただきます。それではこれ

をもちまして協議会、委員会を終了させていただきます。 


